
令和５年１０月２５日

保護者　様

昭和学院秀英高等学校

　本校では、授業料等の納入が経済的な理由により困難である生徒に対して千葉県の負担軽減制度を

実施しています。この制度を希望される方は、１１月４日（土）正午 迄に必要書類を事務室へご

提出ください。（期日厳守）

　この制度は、千葉県以外にお住まいの方も申請ができますが、就学支援金を受給している事が要件

となりますのでご注意ください。（就学支援金の受給をしている月のみ対象です。）

【授業料減免制度】

計算式

 課税所得は、多くの市町村では「課税標準額」の項目の「総所得」と表示されています。

　提出していただく書類と提出該当者

・授業料減免申請意思確認書・・・提出者全員

・生活保護受給証明書・・・①該当者のみ

④⑤該当者は、別途提出書類がありますので、一度事務室へご連絡ください。

【入学金軽減制度（１年生対象）】

　提出していただく書類

・入学金軽減申請意思確認書・・・提出者全員

・生活保護受給証明書・・・①該当者のみ

申請用紙は、

事務室に取りに来るか、秀英のホームページ・ｅ-ｐａから印刷をしてください。

(※)政令指定都市の場合は、「調整控除額」に3/4を乗じた額

千葉県私立高等学校等授業料減免制度及び入学金軽減制度について（お知らせ）

対象要件 減免金額（月額）

①生活保護を受給されている世帯 授業料の全額(３３，０００円)から
就学支援金を差し引いた金額

※就学支援金が4～3月の全期間で全額支給の方
は対象外です。②計算式により算出された金額が175,500円未満の世帯

③計算式により算出された金額が227,100円未満の世帯

２０，５００円から
就学支援金を差し引いた金額

④火事・水害・地震等による罹災世帯（今年度中）

⑤家計急変世帯

市町村民税の課税標準額×６％－市町村民税の調整控除額(※)

対象要件 軽減金額（年額）

①生活保護を受給されている世帯 　秀英中からの進学生　75,000円

②上の計算式により算出された金額が51,300円未満の世帯 　秀英中以外からの入学生　150,000円


